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　本書「調剤報酬・改定資料集」は、厚生労働省保険局医療課の令和６年度診療報酬改定
の「医科・調剤　関係資料」と「関係資料（通知編）」の両書より、調剤報酬改定に関連
する項目等を抜粋しており、頁上部端の頁数が厚生労働省資料のもの、頁下部中央が本書
の通し頁数となっている。

頁数のダブル記載について



第1部　令和６年度診療報酬改定に
　　　　おける個別改定項目について

調剤報酬関係

地域医療に貢献する薬局の体制確保に係る調剤基本料等の見直し�   2
医療機関・薬局における事務等の簡素化・効率化�   4
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し�   5
医療 DX推進体制整備加算の新設�   8
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載�  10
介護保険施設及び障害者支援施設における医療保険で給付できる
　医療サービスの範囲の見直し�  12
連携強化加算（調剤基本料）の見直し�  21
新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し�  24
かかりつけ薬剤師指導料の見直し�  26
服薬管理指導料の特例（かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合）
　の見直し�  28
薬学的なフォローアップに関する評価の見直し�  30
多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し�  32
在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設�  39
医療用麻薬における無菌製剤処理加算の要件の見直し�  43
高齢者施設における薬学的管理に係る評価の見直し�  45
薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し�  48
薬局における嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算の薬剤調製に係る評価の見直し�  57
調剤基本料の見直し�  59
地域支援体制加算の見直し�  60
休日・深夜加算の見直し�  81
いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し�  83
長期収載品の保険給付の在り方の見直し�  90
医薬品取引状況に係る報告の見直し�  91
医療 DX及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴う処方等に係る評価の再編�  93
投薬用の容器に関する取扱いの見直し�  95
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